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目次 

 第一章～第六章（略） 

 第七章 瑕疵担保責任 （第九十四条－第九十七条） 

 第八章・第九章（略） 

 （定義） 

第二条（略） 

２～４（略） 

５ この法律において、｢瑕疵｣とは、種類又は品質に関して契約 

 の内容に適合しない状態をいう。 

  

  第七章  瑕疵担保責任 

 （住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任） 

第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下｢住宅新築 

 請負契約｣という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した 

 時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸 

 入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において｢住宅 

 の構造耐力上主要な部分等｣という。)の瑕疵(構造耐力上又は雨 

 水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)につい 

 て、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四 

 十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において

準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担

保の責任を負う。 

 

（債務不履行による損害賠償） 

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務

の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債

務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰するこ

とができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債

権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をする

ことができる。 

一 債務の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除さ

れ、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 

 （催告による解除） 

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手

方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない

ときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（催告によらない解除） 

第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることな

く、直ちに契約の解除をすることができる。 

一 債務の全部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行

を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは

契約をした目的を達することができないとき。 

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 
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 第一章～第六章（同左） 

 第七章 瑕疵担保責任の特例 （第九十四条－第九十七条） 

 第八章・第九章（同左） 

  （定義） 

第二条（同左） 

２～４（同左） 

（新設） 

 

 

  第七章  瑕疵担保責任の特例 

 （住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例） 

第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下｢住宅新築 

 請負契約｣という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した 

 時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸 

 入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において｢住宅 

 の構造耐力上主要な部分等｣という。)の瑕疵(構造耐力上又は雨 

 水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)につい 

 て、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項及 

 び第二項前段に規定する担保の責任を負う。 

 

  （請負人の担保責任）  

第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に

対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。

ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要す

るときは、この限りでない。  

２  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償

の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規

定を準用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前

条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込

みがないことが明らかであるとき。 

２ 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契

約の一部の解除をすることができる。 

一 債務の一部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（有償契約への準用）  

第五百五十九条  この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。

ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

（買主の追完請求権） 

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の

内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修

補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでない

ときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。 

２ 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買

主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 

（買主の代金減額請求権） 

第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の

期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき

は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告を

することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 

 

２ （略） 

３ 第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用につ

いて は、同条第一項中｢前条本文に規定する｣とあるのは｢請負

人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八

十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者

に引き渡した｣と、同項及び同条第二項中｢不適合｣とあるのは｢瑕

疵｣とする。 

 

（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限） 

第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を

知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者

は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、

損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 

２ 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時（その引渡しを要

しない場合にあっては、仕事が終了した時）において、請負人が同項の

不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しな

い。 

 
 
 （新築住宅の売主の瑕疵担保責任） 

第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き

渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２（同左） 

３ 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項の規定の適 

 用については、同項中｢前項｣とあるのは、｢住宅の品質確保の促 

進等に関する法律第九十四条第一項｣とする。 

 

  第六百三十八条 

  ２  工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その

滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使し

なければならない。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例） 

第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き

渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当



当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡し

の時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵について、

民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六

十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。 

 
（債務不履行による損害賠償） 

  第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務

の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債

務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰するこ

とができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、

債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をす

ることができる。 

一 債務の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除

され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 

（催告による解除） 

  第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手

方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない

ときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（催告によらない解除） 

第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることな

く、直ちに契約の解除をすることができる。 

一 債務の全部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行

を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契

約をした目的を達することができないとき。 

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が

前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込

みがないことが明らかであるとき。 

２ 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契

約の一部の解除をすることができる。 

一 債務の一部の履行が不能であるとき。 

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（買主の追完請求権） 

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の

内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修

補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するこ

とができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでない

ときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。 

２ 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買

主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 

（買主の代金減額請求権） 

第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期

間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき

は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告を

することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの

時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵につ

いて、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一

項並びに同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担

保の責任を負う。この場合において、同条第一項及び第二項前段中

｢注文者｣とあるのは｢買主｣と、同条第一項中｢請負人｣とあるのは

｢売主｣とする。 

 

（売主の瑕疵担保責任）  

第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規

定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。  

第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の

目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目

的を達することができないと きは、買主は、契約の解除をすることができる。

この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求の

みをすることができる。  

（請負人の担保責任）  

第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、

相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が

重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでな

い。  

２  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をす

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合におい

て、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 

 

２ （略）  

３ 第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用につ

いては、同条中｢種類又は品質に関して契約の内容に適合しない｣

とあるのは｢住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年

法律第八十一号）第九十五条第一項に規定する瑕疵がある｣と、

｢不適合｣とあるのは｢瑕疵｣とする。 

 

（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限） 

第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買

主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその

旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の

請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができな

い。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知

らなかったときは、この限りでない。 

 

 

 （瑕疵担保責任の期間の伸長等） 

第九十七条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において

は、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕

疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売り

主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵につ

いて同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買

主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （同左） 

３ 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の適用につ

いては、同項中｢第二項｣とあるのは｢住宅の品質確保の促進等に

関する法律第九十五条第一項｣と、｢又は｣とあるのは｢、瑕疵補修

又は｣とする。 

 

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）  

第五百六十六条 

３  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知

った時から一年以内にしなければならない。  

 

 
 
 
 
 

（瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例） 

第九十七条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において

は、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕

疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売り

主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕

疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者

又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。 


